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14．擁壁に関する技術的細目 

(１)計算に用いる数値 

① 構造計算に用いる数値は、下表を標準とする。 

鉄筋コンクリート擁壁、無筋コンクリート擁壁について、国土交通省制定の土木構造物標準設計図集等（適

用条件が合致する場合に限る。）を用いる場合は、構造計算を要しない。 

ただし、ブロック積擁壁は除く。 

 

設計条件項目 内                    容 

① 土  圧 試行くさび法により計算する。 

② 上載荷重 
道路の擁壁        １０ｋＮ/㎡ 

道路以外（宅地等）の擁壁  ５ｋＮ/㎡ 

③ 基礎形式 直接基礎 

 

④ 地盤の 

許容支持

力度 

 

地盤の許容支持力度は、以下のとおりである。 

 
型    式 

許容支持力度 

ｑａ(kＮ/㎡) 
備    考 

 

 も た れ 式 ３００ ―  

 小 型 重 力 式 

重 力 式 
 ２００注） ― 

 

 

 

逆 Ｔ 型 

Ｌ 型 
３００ 

地震時は 

４５０kＮ／㎡ 

 

 

 

注）擁壁高さが２．５ｍ以上で、かつ、支持地盤が中位な砂質地盤（Ｎ値 

  ２０～３０）の場合には、擁壁高さの０．２倍以上の根入れ深さを確 

  保すること。 

 

設計上、地盤の支持力を１００ｋN/㎡以上必要とする場合は、地質調査等 

により、地盤の支持力を実証すること。 

地盤調査から地盤の許容応力を求める場合は、平成 13年国土交通省告示 

第１１１３号に定める方法による。 

 

⑤ 滑動摩擦 

係数 

 

µ＝０.６以下 

 

ただし、当該擁壁の高さが２ｍを超える場合は、土質試験結果から求めた値もし

くは宅地造成等規制法施行令別表第３の値を用いること。 

 

⑥ 設計水平 

震度 

 

 設計水平震度ｋｈは、当該開発地区の条件により適切な値を定めること。 

 擁壁高さが８ｍを超える場合は、地震時の検討をすること。 
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設計条件項目 内                    容 

 

⑦ 裏込め土の 

種類 

および 

壁面摩擦角 

 

埋込め土の種類とせん断抵抗角および単位体積重量の関係は次のとおりであ

る。 

 

 
裏込め土の種類 

標準設計で

の 呼 称 

せん断抵抗角

φ（度） 
単位体積重量 

 γ（kＮ／ｍ3） 

 

 礫 質 土 Ｃ１ ３５ ２０  

 砂 質 土 Ｃ２ ３０ １９  

 粘性土（ただし、

Ｗ L ＜ 5 0 ％ ） 
Ｃ３ ２５ １８ 

 

また、壁面摩擦角（δ）は次のように算出した。 

  土 と 土 土とコンクリート  

 常 時 δ＝β δ＝２／３φ  

 地 震 時 載荷重を含めない常時土圧を準用  

    
 

 

 

⑧ 材料の 

 単位体積あ 

たりの重量 

 及び規格 

材料の単位体積あたりの重量は以下のとおりである。 

 

種  別 単位体積重量(kＮ/ｍ3)  

コンクリート 
無 筋 ２３．０ 

鉄 筋 ２４．５ 

 

材料の規格は以下のとおりである。 

 

種別 規格 摘要 

コンクリートの

設計基準強度 

σ ck ＝ 18N／ｍ㎡ 無筋コンクリート構造 

σ ck ＝ 24N／ｍ㎡ 鉄筋コンクリート構造 

鉄   筋 ＳＤ３４５  
 

β：ＡＢと水平面

のなす角 

（下図参照） 

δ：壁面摩擦角 
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設計条件項目 内                    容 

 

⑨ 材料の 

許容応力度 

 

材料の許容応力度は以下のとおりである。 

 

種別 

許容応力度（Ｎ／ｍ㎡） 

 

 
曲げ引張応力度 

σ sa 

圧縮応力度 

σ ca 

せん断応力度注１) 

τ a1 

 無筋コンクリート ０．２２５ ４．５ ０．３３ 

 鉄筋コンクリート － ８．０ ０．３９ 

 

鉄 筋 

(SD345) 

常 時 １６０注２） － － 

 
地 震 時 

基 本 値 
２００ － － 

 
重ね継手 

長の算定 
２００ － － 

 

注１）コンクリートの平均せん断応力度 

注２）鉄筋の引張応力度は厳しい環境下の部材とする。 

 

 

⑩ 安定条件 

 

擁壁の安定条件は以下のとおりとする。 

 

 

安定条件 
許     容     値 

 

常     時 地  震  時 

転倒に対して 

 

ｅ ≦Ｂ／６（ｍ） 

 

ｅ ≦Ｂ／３（ｍ） 

支持に対して 

ｑ ≦ ｑa（kＮ／㎡） 

ｑが 100kＮ／㎡以上にな

る時は、地盤調査が必要 

ｑ ≦1.5ｑa（kＮ／㎡） 

滑動に対して Ｆs≧1.5 Ｆs≧1.2 

                        

（Ｂ：底版幅） 

（参考：「国土交通省制定 土木構造物標準設計・第２巻」手引（社）全日本建設技術協会） 
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② 補則事項については以下による。 

ⅰ 擁壁に関しては、都市計画法施行規則第 27 条に構造計算等による安全性の確認（破壊、転倒、滑動、

沈下）、水抜孔の設置が必要となるが、高さが２ｍを超える擁壁の建築基準法施行令第 142 条の規定の準

用などが擁壁に関する技術的細目として規定されている。 

 

ⅱ 建築基準法では、前面地盤と擁壁天端までの距離を擁壁の高さとしている。また、前面に水路がある場

合の前面地盤の位置は、周辺の地盤の状況により判断しているが、一般的に擁壁形式の小型の掘込み水路

は掘込み前の地盤面を、その他の水路は水路の底を前面地盤としている。 

 

（例１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例２）擁壁形式の小型水路            （例３）擁壁形式でない小型水路など 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ 擁壁は構造計算等による安全性の確認をしなければならないとされており、開発許可の手引きにおいて、

計算方法、材料の許容応力度、安定条件等を規定している。 阪神・淡路大震災における宅地の被災実態

等を踏まえて、平成 10 年度の宅地防災マニュアルの改正において、耐震対策が追加されている。宅地防

災マニュアルの解説によると鉄筋コンクリート擁壁では、一般的に２ｍを超えるものについて、中・大地

震時の検討を行うことになっている。 

そこで、開発許可においては、国土交通省土木構造物標準設計との整合から、８ｍを超える擁壁は、す

べて地震時の検討が必要としている。ただし、逆Ｔ型及びＬ型擁壁については、国土交通省土木構造物標

準設計で、５ｍを超え８ｍ以下の擁壁については、重要度が高いものは考慮することになっているので、

５ｍを超えるものについては大地震時の検討を行うこととする。 

 擁壁の高さ（全高）H 

   

ブロック積(石積)擁壁    

もたれ式擁壁    

重力式擁壁    

逆Ｔ型擁壁    

Ｌ型擁壁    

 

５ｍ ８ｍ 

一般的に地震

の検討は不要。 

すべて地震の

検討が必要。 

前面地盤 

後面地盤 

前面地盤 

打継ぎ線 

＊小型の擁壁形式水路以外は全て例３を適用する。 

根入れ深さ 

打継ぎ線 

前面地盤と

見なす線 

 

擁壁の高さ 

（見え高） 

 

 

構造計算上の 

擁壁の高さ 
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(２) 擁壁設置上の留意事項 

がけや擁壁に近接してその上部に新たな擁壁を設置する場合は、下部に有害な影響を与えないよう設置

位置について十分配慮する。設置する場合の一般的注意事項を下記に示す。 

① 斜面上に擁壁を設置する場合には、図のように擁壁基礎前端より擁壁の高さの０.４Ｈ以上で、かつ１.

５ｍ以上だけ土質に応じた勾配線より後退し、その部分はコンクリート打ち等により風化浸食のおそれの

ない状態にすること。 

（参考資料） 

 

 

 

斜面上に擁壁を設置する場合 

 

 

 

上部擁壁、下部擁壁とも鉄筋コンクリート造で築造する場合 

 

土質別角度（θ） 

背面土質 軟岩 風化の著しい岩 

砂利、真砂土、関東

ローム、硬質粘土そ

の他これらに類す

るもの（切土） 

盛土または腐植土 

角度 

（θ） 
６０° ４０° ３５° ２５° 

（「構造図集 擁壁」（社）日本建築士会連合会）一部加筆 

15/100Ｈ以上でかつ35cm以上 

または 

20/100Ｈ以上でかつ45cm以上 

（基礎地盤が軟弱な場合） 

風化の著

しいもの

を除く 
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② 図に示す擁壁で表のθ角度内に入っていないものは、二段の擁壁とみなされるので一体の擁壁として設

計を行うことが必要である。なお、上部擁壁が表のθ角度内に入っている場合は、別個の擁壁として扱う

が、水平距離を０.４Ｈ以上かつ１.５ｍ以上はなさなければならない。 

 

上部擁壁を間知石積みで築造する場合 

 
上部擁壁を鉄筋コンクリート造で築造する場合 

（「構造図集 擁壁」（社）日本建築士会連合会）一部加筆 

 

15/100Ｈ以上でかつ35cm以上 

または 

20/100Ｈ以上でかつ45cm以上 

（基礎地盤が軟弱の場合） 

15/100Ｈ以上でかつ35cm以上 

または 

20/100Ｈ以上でかつ45cm以上 

（基礎地盤が軟弱の場合） 

θ 

θ 



基 - １１７ - 

(３) がけの上部の擁壁の後退 

がけに近接してその上部に新たな擁壁を設置する場合には、図のように擁壁基礎前端より擁壁の高さの０．

４Ｈ以上で、かつ１．５ｍ以上だけ土質に応じた勾配線より後退し、その部分はコンクリート打ち等により

風化浸食のおそれのない状態にすること。 

 

（例１）練積み擁壁の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例２）Ｌ型擁壁の場合 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例３）下部の法面が、がけに該当しない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

擁壁の設置を要し

ない切土のがけ面

(法面保護が必要) 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打等 

厚5～10㎝ 

擁壁の設置を要し

ない切土のがけ面

(法面保護が必要) 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打等 

厚5～10㎝ 

ｺﾝｸﾘｰﾄ打不要 

法面下端から

30°のライン 

前面地盤高さ 

θ=30° 

0.4H 以上で、

かつ1.5m以上 

H 

θは土質に応じた角度であるが、

建築基準法の取扱いとの整合か

ら、通常はθ=30°としている。 

0.4H 以上で、

かつ1.5m以上 

H 

θ=30° 

H 

必要根入れ寸法 

θ=30° 

法面下端から

30°のライン 

θ=30° 

所定の根入れ底から 30°で振りあげたライン

と前面地盤が交わった所以上水平部分を確保

する。 

H 

必要根入れ寸法 
θ=30° 

必要根入れから

除外される部分 

法面下端から

30°のライン 

法面下端から

30°のライン 
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(４) 擁壁の上部の擁壁の後退 

擁壁に近接してその上部に新たな擁壁を設置する場合には、「② 擁壁設置上の留意事項」の参考図とるが、

特に上部擁壁が練積み擁壁の場合には、根入れの関点から下部擁壁基礎後端より土質に応じた勾配線が上部

地盤面と交わった位置が、上部擁壁基礎前端の位置より、前面にある場合は、それぞれ別の擁壁とみなされ

る。なお、この場合勾配線が上部地盤面と交わった位置より前面に水平距離として 0.4H（Hは上段の擁壁の

高さ）かつ 1.5m以上の水平距離が必要である。 

上記により別の擁壁とみなされない場合、二段擁壁とみなされ、構造計算により安全性の確認をしなけれ

ばならない。その場合には必ず地質調査等を行い、土質及び地盤の許容支持力を算出し、その支持力をもと

に構造計算を行うこと。（地盤の支持力が 100kN/㎡未満で設計する場合も地質調査等が必要。） 

なお、二段擁壁は、上段、下段いずれにも練積み擁壁を用いることは認めていないので、練積み擁壁の場

合、二段擁壁に該当しないように設計する必要がある。 

 

（例１）練積み擁壁＋練積み擁壁の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：下部擁壁基礎後端より土質に応じた勾配線が上部地盤面と交わった位置 

Ｂ：上部擁壁基礎前端の位置 

θ：通常θ=30°で運用。斜線部分   に盛土が含まれる場合は 25° 

 

（例２）Ｌ型擁壁＋練積み擁壁の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：下部擁壁基礎後端より土質に応じた勾配線が上部地盤面と交わった位置 

Ｂ：上部擁壁基礎前端の位置 

θ：通常θ=30°で運用。斜線部分   に盛土が含まれる場合は 25° 

0.4H 以上かつ

1.5m以上 

Ａ Ｂ 

Ａ Ｂ 

θ 

H 

ＡがＢより前面にあるので

それぞれ別の擁壁とみなす。 

θ 

H 

0.4H 以上かつ

1.5m以上 

ＡがＢより前面にあるので

それぞれ別の擁壁とみなす。 



基 - １１９ - 

(５) 二段擁壁の特例 

二段擁壁となる場合で、構造計算を行なっても、下部擁壁の構造が対応できないケースがほとんどであり、

下段擁壁が損傷等を受け崩壊しても、上段擁壁が自立するように設計することがある。その場合は二段擁壁

とは取り扱わない。 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６) 擁壁を必要とする箇所 

都市計画法施行規則第23条により擁壁でおおう必要のあるがけに該当しなくても、切土または盛土をした

土地の部分に生ずるがけについては、擁壁の設置を求めており、原則として構造計算により安全性の確認を

行う必要がある。ただし、30 ㎝以上の切土、盛土を開発行為と判断しているため、その整合から、30 ㎝未

満の高低差に用いる土留め壁については、擁壁としての構造計算は求めていない。 

（例１）H≧30㎝ … 擁壁必要（Hは前面地盤と後面地盤の高低差） 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例２）H＜30㎝ … 擁壁不要（Hは前面地盤と後面地盤の高低差） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

斜線部分    がない

とみなして設計する。 

上段擁壁 

下段擁壁 

D2≧D1 上段擁壁の根入れ深さは、下段擁壁の根入れ深さ以上とする。 

 

H≧30㎝ 
前面地盤 

後面地盤 

H＜30㎝ 
前面地盤 

後面地盤 

θ 

前面地盤面 

根入れ深さD1 

H 

根入れ深さD2 

擁壁が必要が必要で構造計算により安

全性を確認すること。 

所定の根入れを確保 

根入れの規定なし 

擁壁としての構造計算

は求めていない。 

30㎝未満の高低差に用いる土留

め壁は直壁で安全ということでは

なく審査対象外であるので、設計

者の判断にまかせているというこ

とである。 

ただし、その構造物が、ブロッ

ク塀の基礎を兼ねる場合は建築基

準法により基礎丈 35cm 以上根入

れ30㎝以上必要である。 
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(７)宅地造成等規制法施行令別表第４(昭和40年2月12日政令第15号による改正)による練積み造擁壁 

 

がけの 

土質 

 

 

擁壁 

の勾配 

第 

１ 

種 

岩，岩屑，砂利 

又は砂利混り砂 

第 

２ 

種 

真砂土，関東ロ

ーム，硬質粘土

その他 

これらに 

類 す る も の 

第 

３ 

種 

その他の土質 

   70° 

を 

超 

え 

   75° 

以 

下 

    ⁀  

約 

３ 

分 

    ‿  

   

ｈ：擁壁の地上高さ   

   65° 

を 

超 

え 

   70° 

以 

下 

    ⁀  

約 

４ 

分 

    ‿  

   

根入りは上欄と同じ 根入りは上欄と同じ 根入りは上欄と同じ 

   65° 

以 

下 

    ⁀  

約 

５ 

分 

    ‿  
   

根入りは上欄と同じ 根入りは上欄と同じ 根入りは上欄と同じ 
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ブロック積擁壁標準構造図（がけの土質第１種の場合） 

      Ａ５ ４．１ｍ～５．０ｍ（５分） 

 
 

 

 

 

Ｂ５ ３．１ｍ～４．０ｍ（５分）     Ｅ５ ０ｍ～３．０ｍ（５分） 

 
 

 

      注）破線は切土の場合の構造線及び掘削線である。 
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Ｂ４ ３．１ｍ～４．０ｍ（４分）        Ｃ４ ２．１ｍ～３．０ｍ（４分） 

 
 

 

 

 

Ｄ４ ０ｍ～２．０ｍ（４分）          Ｃ３ ２．１ｍ～３．０ｍ（３分） 
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ブロック積擁壁標準構造図（がけの土質第２種の場合） 

      Ａ５ ４．１ｍ～５．０ｍ（５分） 

 
 

Ｂ５ ３．１ｍ～４．０ｍ（５分）       Ｃ５ ２．１ｍ～３．０ｍ（５分） 
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Ｄ５ ０ｍ～２．０ｍ（５分） 

 

Ｂ４ ３．１ｍ～４．０ｍ（４分）        Ｃ４ ２．１ｍ～３．０ｍ（４分） 
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  Ｃ３ ２．１ｍ～３．０ｍ（３分）      Ｄ３ ０ｍ～２．０ｍ（３分） 

 
 

 

 

岩盤に支持させる場合 

 

 
 

                    （「宅地防災マニュアルの解説（Ⅰ）」（株）ぎょうせい） 

Ｄ４ ０ｍ～２．０ｍ（４分） 
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(８) 練積み造擁壁の構造 

間知石練積み造その他の練積み造のもの構造は、宅地造成等規制法施行令第 8条に規定されており、それ

に適合する必要がある。この規定の「その他の練積み造のもの」には、割石、雑割石、野面石、玉石を使っ

た練積み擁壁のほか、間知石と同等以上のコンクリートブロックを使った練積み擁壁が該当し、大型コンク

リートブロックやコンクリート充填コンクリートブロック等の特殊コンクリートブロックを使った練積み

擁壁は該当しない。なお、コンクリート充填コンクリートブロック練積み造の擁壁については、建設省告示

第 1485号（昭和 40年 6月 14日）により、宅地造成等規制法施行令第 8条の規定による練積み造の擁壁と

同等以上の効力があると同施行令第 14 条の認定がされているが、土質による高さが厳しく制限されている

ので注意を要する。 

 

① 擁壁の勾配、高さ、厚さ 

擁壁の勾配、高さ、厚さは宅地造成等規制法施行令第8条第1号に規定されており、それを整理したもの

が120Pの宅地造成等規制法施行令別表第４による練積み擁壁の表である。 

また、積載荷重5kN/㎡を想定して基準が定められているため、道路の擁壁としては使用できない。道路の

擁壁として使用する場合は、国土交通省土木構造物標準設計を用いること。（土木構造物標準設計の間知ブ

ロック積み擁壁は、盛土には使用できない。） 

 

練積み擁壁の高さと勾配に応じた必要地耐力                    (kN/㎡) 

高さH(m) 1:0.5(θ≦65°) 1:0.4(65°＜θ≦70°) 1:0.3(70°＜θ≦75°) 

H≦2  75  75  75 

2＜H≦3  75  75  75 

3＜H≦4 100 100 -- 

4＜H≦5 125 -- -- 

※4mを超える擁壁は、地質調査等により必要地耐力の確認をする必要がある。 

 

② 石材その他組積材 

宅地造成等規制法施行令第8条第 2号に、「石材その他組積材は、控え長さを 30㎝以上とし、コンクリー

トを用いて一体の擁壁とし、かつ、その背面に栗石、砂利又は砂利まじりの砂で有効に裏込めすること。」

と規定されている。 

石材は、安山岩、花崗岩等硬質のもの、あるいはこれらと同等以上の比重、強度、耐久性をもつものとす

る。また、石材の形状は間知石とする。 

コンクリートブロック材は、4週圧縮強度 18N/mm2以上で、コンクリートの比重は 2.3以上、かつ擁壁に

用いるコンクリートブロックの重量は壁面 1㎡につき350㎏以上であることとし、控えの形状は、裏込めコ

ンクリートと一体となるものであること。 

開発許可に用いる場合は、原則として、間知石または間知ブロックとし、その控え長さは 35㎝以上ものを

使用すること。 

（参考）間知石寸法 

種類 35間知 45間知 50間知 60間知 原則として35間知を使用。 

控長(cm) 35以上 45以上 50以上 60以上 

表面積(cm2) 620以上 900以上 1220以上 1600以上 

 

③ コンクリート強度 

胴込め、裏込め、基礎に用いるコンクリートは、4 週圧縮強度 18N/mm2 以上とする。ただし、止水コンク

リートは捨てコンクリート程度の強度とする。 
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④ 裏込め材等 

裏込め材は、栗石、砂利または砕石とし、範囲は擁壁天端から 30㎝下がりから前面地盤の位置まで、下

部に止水コンクリート(厚5㎝以上)を施工する。 

裏込め材の厚さは、切土の場合は、30㎝程度の等厚とし、盛土の場合は、上端は 30㎝、下端は 60㎝以

上もしくは擁壁の地上高さの20/100のいずれか大きい方の数値以上の厚さとする。また、盛土の場合は、

止水コンクリートの下に土まじりの砂利層を設ける。 

（例１）盛土の場合              （例２）切土の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121P～125Pの標準図は、盛土の場合の土質と高さに応じた裏込材等の各部寸法を図式したものであり

参考とすること。切土の場合の裏込め材の厚さは 30㎝の等厚である。また、構造体の厚みは、切土、盛

土とも同じ厚さであるので注意すること。 

 

⑤ 石材等の積み方 

間知石または間知ブロックの積み方は谷積みとし、練積み造擁壁の一日の積み上がり高さは２段までを標

準とする。 

最終頂部の補強は天端10㎝以上のコンクリートとすること。 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

⑥ 伸縮継目 

伸縮継目は、原則として擁壁長さの 20ｍ以内ごとに1箇所設け、特に地盤条件の変化する箇所、擁壁高さ

が著しく異なる箇所、擁壁の材料・構法を異にする箇所は、有効に継目を設け、基礎部分まで切断する。 

また、擁壁の屈曲部においては、伸縮継目の位置を隅角部から擁壁の高さの分だけ避けて設置する。 

 

H 

 

C=30㎝ 

 

＊B=35㎝かつH×15/100(土質が第３種の場合は45㎝かつH×20/100) 

 

10㎝以上 

 

A=30㎝ 

D=60㎝かつH/5 

 
土まじりの砂利層 

 

B 

 

 

水抜き孔φ75以上 

1箇所/壁面3㎡ 

 

C=30㎝ 

A=30㎝ 

 

D=30㎝ 

 

B 

 

 

C=30㎝ 

20m以内毎 

 

伸縮目地 

 
伸縮目地 
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⑦ 隅角部の補強 

擁壁の屈曲部する箇所は、隅角を挟む二等辺三角形の部分を鉄筋及びコンクリートで補強する。伸縮継目

の位置を隅角部から擁壁の高さの分だけ避けて設置する。二等辺の一辺の長さは、擁壁の高さ 3m以下で 50

㎝、3mを超えるものは 60㎝とする。なお、隅角部を場所打ちコンクリートで処理する場合、全体の高さが

2m以下の場合は、補強を省略することができる。 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 間知ブロック積の上載盛土 

間知ブロック積擁壁の上載盛土はできない。ただし、擁壁上部に斜面がある場合には、土質に応じた勾配

線（通常は 30°とする。ただし、盛土の場合は 25°とする。）が斜面と交差した点までの垂直高さと仮定し、

その高さに応じた構造とする場合はこの限りではない。 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H’ 

 
H 

 

擁壁上部の斜面勾配は30°以下とする。 

 

L 

 

伸縮継目 伸縮継目 

L 

 

A 

 

A 

 

H≦3.0ｍ A=50㎝  H＞3.0ｍ A=60㎝ 

 
L＞2.0ｍかつL≧H 

 

 

B 

 

 

高さH’に応じた構造 

（高さH’まで練積み擁壁があると仮定した場合

の勾配、厚さ等を満足。） 

 

θ（通常30°、盛土25°） 

L 

 

擁壁の構造に影響する範囲L 

擁壁上部の斜面は都市計画法施行規則第 16条第 4項の

表に示す「がけ」とならないこと。 

 

H 
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(９) 鉄筋コンクリート擁壁等（プレキャスト擁壁を除く）の構造 

① 鉄筋コンクリート又は無筋コンクリートの擁壁は構造計算によってその安全性を確かめなければならない。 

ただし、次のａ～ｃの擁壁（「標準擁壁」）で使用条件が開発許可基準による技術的細目に適合する場合は、

構造計算を省略することができる。（宅地擁壁としての使用条件に適合するものに限る） 

ａ 土木構造物標準設計（運用及び設計図）（香川県土木部）による擁壁 

ｂ 国土交通省制定土木構造物標準設計（(社)全日本建設技術協会）による擁壁 

ｃ その他国土交通省（これに準じる機関を含む）が指定等している擁壁 

その他国土交通省が指定等している擁壁としては、（社）公共建築協会発行の擁壁設計標準図（平成１２年

度版）などがある。 

 

ⅰ 鉄筋コンクリート又は無筋コンクリートの擁壁の標準仕様 

開発許可の技術的細目に適合するように次に示す事項に変更することにより使用することを認めている。 

ａ 使用材料 

  コンクリートの種類は普通コンクリートとし、使用セメントは普通ポルトランドセメント若しくは高炉

セメントＢ種とする。また、設計強度・スランプは２４Ｎ／ｍｍ（無筋コンクリートは１８Ｎ／ｍｍ ）

以上・１５ｃｍ以下とする。 

  （「土木コンクリート構造物の品質確保について」平成１３年３月２９日付国官技第６１号大臣官房技

術調査課長通達により、耐久性の向上を図るため、水セメント比の制限が付加され、無筋コンクリートで

６０％以下、鉄筋コンクリートは５５％以下とされ、鉄筋コンクリートのコンクリート強度は２１Ｎ／ｍ

ｍ から２４Ｎ／ｍｍ に、使用する鉄筋の規格をＳＤ２９５ＡからＳＤ３４５にそれぞれ改めた。） 

ｂ 水抜き孔 

  透水性の材料で内径が７５ｍｍ以上の管を壁面の面積３㎡以内ごとに１カ所以上設け、擁壁の裏面の透

水層まで通し、吸出し防止材で保護しなければならない。 

ｃ 伸縮目地 

  施工間隔１０ｍ毎に１０ｍｍの伸縮目地を設けること。また、標準図に基づき施工間隔１５ｍ毎に１５

ｍｍの伸縮目地を設ける場合には、必ず中間に収縮目地を設け壁厚も両面共に１５ｍｍづつ増打ちを行う

こと。 

ｄ 裏込め砕石 

  裏込め砕石の厚さは３００ｍｍとし、擁壁上部の地表面下３００ｍｍより水抜き孔より１００ｍｍ下ま

での前面に設けることとし、下部に５０ｍｍ以上の止水コンクリートを打設する。但し水抜き孔を設けな

い場合は不要とする。 

ｅ 地業 

  地業は、砂利地業厚さ１００ｍｍ以上とし、その上に６０ｍｍ以上の捨てコンクリートを打設すること

を標準とする。また、砂利地業を行わない場合は捨てコンクリート厚を１５０ｍｍ以上とする。 

ｆ 基礎床版の上面の位置 

  本標準図を用いる場合の基礎床版の上面の位置は、前面埋め戻し面１５０ｍｍ以深とするが、前面に側

溝、水路が有る場合には、その側溝などの底盤以深とすること。 

ｇ 標準図の採用 

 ・ 土圧係数       ０．３３以上のものを採用 

 ・ 地表面の積載荷重   地表面を車輌が通行しない場合     ５ｋＮ／㎡ 

  （111P 14.(1)表による）地表面を車輌が通行する場合     １０ｋＮ／㎡ 

              盛土１．０ｍ程度の場合       ２０ｋＮ／㎡ 

 ・ 接地圧        １００ｋＮ／㎡以上が必要な擁壁を採用する場合には、地質調査等により 

支持力の確認が必要 

 ・ 安全率         滑動１．５以上 転倒３．０以上の標準図を採用のこと 

２

0

c

m 

２

0

c

m 

２

0

c

m 

２

0

c

m 
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ｈ 配筋 

  本標準図を用いる場合は、計算条件が変わるために図に記載されているとおり配筋し、主筋と配力筋の

位置を間違わないように注意すること。 

ｉ 摩擦係数 

  当該擁壁の高さが２ｍを超える場合は、土質試験結果から求めた値もしくは宅地造成等規制法施行令別

表第３の値を用いること。 

 

ⅱ 簡易小型重力式擁壁 

小型擁壁の特例として、盛土した土地に生じる高さが１ｍ以下のがけ（擁壁の見高が１ｍ以下）又は切土

もしくは切土と盛土を同時にした土地に生じるがけを覆う全高２ｍ以下の宅地の擁壁の構造は、構造計算を

省略し、下図を使用することができる。ただし、下図の擁壁の設計条件は、図の下に記載したとおりである。

（道路の擁壁には使用できない。） 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ Ｌ型擁壁の構造計算方法及び配筋決定方法 

ａ 設計条件 

ア 設計水平震度     Ｋｈ＝Δ１＊Δ２＊Δ３＊Ｋｏ 

Ｌ型擁壁（逆Ｔ型も同様）の場合で全高が５ｍを超える場合には大地震の検討を行うこと。また、５

ｍ以下の擁壁については検討を要しないが、特に考慮する場合は中地震時としてＫｈ＝０．１５を使用

する。 

Δ１地域別補正係数    木田郡、小豆郡、東かがわ市、さぬき市１．０その他の地域は０．９ 

          （昭和５５年建設省告示１７９３号） 

Δ２地盤別補正係数    Ⅰ種地盤０．８ Ⅱ種地盤１．０ Ⅲ種地盤１．２ 通常はⅡ種地盤 

Δ３用途別補正係数    １．０ 

20cm 

根入れB 

30cmかつＨ／４以上 

水路が隣接している 

場合は別途考慮 

設計条件 （特例として使用できる小型擁壁に限る）  

      ⅰ 道路擁壁には使用できない。 

ⅱ 載荷重が、５．０ｋN/㎡以下としている。 

 ⅲ 土質を礫質土、砂質土としている。（粘性土のがけには使用できない。） 

 

B 

H 

全高Ｈ 

0.6m以上1m以下……1:0.4 

1mを超え2m以下……1:0.5 
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イ 単位体積重量等 

・ コンクリート      γｃ＝２４．５０ｋＮ／ｍ 

・ 裏込め土        γｓ＝１９．００ｋＮ／ｍ 

・ 裏込め土の内部摩擦角  φ＝３０．００° 

・ 壁面摩擦角       δ＝β 

ウ 土圧 

・ 土圧の計算方法は試行くさび法を用いること 

上部傾斜角β＝０°の時はすべり角ω＝６０°となる。 

エ 上載荷重 

・道路の擁壁       １０ｋＮ／㎡ 

・宅地擁壁         ５ｋＮ／㎡ 

オ 滑動摩擦係数 

滑動摩擦係数μ＝０．６を使用しても良いが、土質試験から求めた値μ＝ｔａｎφ若しくは宅地造成

等規制法施行令別表第３の値を用いる。粘着力は長期変動も含めた適正な評価が困難であるため無視し

ているのでｃ＝０ｋＮ／㎡とする。 

宅地造成等規制法施行令別表第３ 

土     質 摩擦係数 

岩、岩せつ、砂利又は砂 0.5 

 砂 質 土 0.4 

 シルト、粘土又はそれらを多量に含む土(擁壁の基礎底面から少なくとも 15㎝

までの深さの土を砂利又は砂に置き換えた場合に限る。 

0.3 

カ 地盤の許容支持力 

Ｌ型擁壁の場合に常時許容支持力は３００ｋＮ／㎡以内とするが、地盤の支持力を１００ｋＮ／㎡以

上を採用して設計する場合は、地質調査等により地盤の支持力を確認すること。 

また、地震時許容支持力は長期の１．５倍とする。 

（極限支持力に対する安全率‥‥常時３．０ 地震時２．０） 

ｂ かかと長さの確認 

Ｌ型擁壁の場合、仮想背面は一般的に垂直とするが、その場合のかかと長さは次式を満足する必要があ

るので、もし満足しなければ改良試行くさび法で検討する必要がある。 

かかと長さＬｔ≧Ｈｔ＊ｃｏｔω２ 

Ｈｔ：擁壁の高さ 

ω１＝４５＋０．５＊（φ＋β－Ａｓｉｎ（ｓｉｎβ／ｓｉｎφ） 

ω２＝４５＋０．５＊（φ－β＋Ａｓｉｎ（ｓｉｎβ／ｓｉｎφ） 

上面傾斜角β＝０°の場合はω１、ω２との６０°となりｃｏｔω２＝０．５７７４となる。 

ｃ 土圧の計算 

ア 常時 

Ｐａ＝Ｗ＊ｓｉｎ（ω－φ）／ｃｏｓ（ω－φ－δ－α） 

Ｐｖ＝Ｐａ＊ｓｉｎ（α＋δ） 

Ｐｈ＝Ｐａ＊ｃｏｓ（α＋δ） 

イ 地震時 

Ｐｅａ＝（Ｗ／ｃｏｓθ）＊ｓｉｎ（ωｅ－φ＋θ）／ｃｏｓ（ωｅ－φ－δｅ－α） 

Ｐｖ＝Ｐａ＊ｓｉｎ（α＋δｅ） 

  Ｐｈ＝Ｐａ＊ｃｏｓ（α＋δｅ） 

  θ（地震合成角）＝ａｔａｎ（Ｋｈ） 

３

0

c

m 

３

0

c

m 



基 - １３２ - 

ｄ 転倒に対する安定 

ア 常時 

  ｄ＝（ΣＭｒ―ΣＭｏ）／ΣＶ 

  ｅ＝Ｂ／２―ｄ≦Ｂ／６ 

  Ｆｓ＝ΣＭｒ／ΣＭｏ≧１．５（安全率） 

イ 地震時 

  ｄ＝（ΣＭｒ―ΣＭｏ）／ΣＶ 

  ｅ＝Ｂ／２―ｄ≦Ｂ／３ 

  Ｆｓ＝ΣＭｒ／ΣＭｏ≧１．２（安全率） 

ｅ 滑動に対する安定 

ア 常時 

  Ｆｓ＝（ΣＶ＊μ＋Ｃ＊Ｂ）／ΣＨ≧１．５（安全率） 

  イ 地震時 

Ｆｓ＝（ΣＶ＊μ＋Ｃ＊Ｂ）／ΣＨ≧１．２（安全率） 

ｆ 支持に対する安定 

ア 常時 

ｑ１＝ΣＶ／Ｂ＊（１＋６＊ｅ／Ｂ）≦地盤支持力 

ｑ２＝ΣＶ／Ｂ＊（１－６＊ｅ／Ｂ）≦地盤支持力 

イ 地震時 

ｑ１＝ΣＶ／Ｂ＊（１＋６＊ｅ／Ｂ）≦地盤支持力＊１．５ 

ｑ２＝ΣＶ／Ｂ＊（１－６＊ｅ／Ｂ）≦地盤支持力＊１．５ 

ｇ 断面設計に係る基本条件 

・ コンクリート強度は２４Ｎ／ｍｍ とし、コンクリートのスランプは１５ｃｍ以下とする。 

・ 鉄筋は異形鉄筋とし規格はＳＤ３４５とする。 

・ 材料の許容応力度は１０５ｐ（１）計算に用いる数値に記載されているものを採用する。 

・ 壁厚及び底版厚については 150mm以上とし、壁厚が200mmを超える場合は複配筋で設計すること。 

また、底版厚は壁厚以上とし、壁を複配筋とする場合は底版も複配筋とすること。 

・ 鉄筋の径は、土木標準設計では、D13以上で設計することとなっているが、公共建築協会の標準図の

使用も認めているため、配力鉄筋、組立鉄筋については D10で設計してもよいが、端部及び隅角部の補

強筋については、D13以上(主鉄筋と同径）で設計すること。 

・ 鉄筋の被り厚さは、たて壁 40mm以上、底版60mm以上とする。 

・ 配筋方法は、耐久性を考慮して、主鉄筋の外側に配力鉄筋を配置すること。 

・ 主鉄筋中心からコンクリート表面までの距離は、被り厚さに鉄筋の最外径を考慮して決定することと

するが、計算に用いる主鉄筋位置は施工誤差も考慮して、単配筋の場合は壁の中心、複配筋の場合は、

コンクリート表面からたて壁で 100mm、底版で110mmとすること。 

・ 鉄筋の配置間隔は、主鉄筋で 100mm以上300mm以下、配力鉄筋等で 100mm以上400mm以下で設計する

のが一般的であるが、開発許可においては、125mm以上250mm以下を標準とする。 

・ 配力鉄筋は、主鉄筋どうしを結合して力を伝達し、主鉄筋の応力を均等化するための鉄筋でありポア

ソン比が1/6であるため、理論的には配力鉄筋量は主鉄筋量の1/6以上でよいが、開発許可においては、

1/2以上で指導している。なお、用心鉄筋量は主鉄筋量の 1/6以上でよい。 

・ 底版の断面設計において、地盤反力から求めた作用モーメントがたて壁の付け根のモーメントより大

きくても、理論上モーメントは釣り合っているため、たて壁の付け根のモーメントに置き換えて計算し

ても良いが、床版の付け根部分が構造的に弱くなってしまうと良くないので、底版の鉄筋量は、たて壁

の鉄筋量以上とし、床版の付け根で破壊することのないように設計すること。 

・ 鉄筋の継ぎ手長さ、定着長さについては、35φ以上とすること。 

・ 隅角部の補強筋については、たて壁の主鉄筋及び配力鉄筋と同等以上の径の鉄筋を用いること。 

２

0

c

m 
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ｈ 開発許可のＬ型擁壁標準断面図 

・ 壁厚及び底版厚は150mm以上とすること 

・ 底版厚は壁厚以上とするとすること 

・ 壁厚が200mmを超える場合は複配筋とすること 

・ 壁を複配筋とする場合は底版も複配筋とすること 

 

（例１）シングル配筋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考異形鉄筋     

種類 断面積 公称直径 最外径 質量(kg/m) 

D10 71.33 9.53 11.00 0.560 

D13 126.70 12.70 14.00 0.995 

D16 198.60 15.90 18.00 1.560 

D19 286.50 19.10 21.00 2.250 

D22 387.10 22.20 25.00 3.040 

D25 506.70 25.40 28.00 3.980 

D29 642.40 28.60 33.00 5.040 

D32 794.20 31.80 36.00 6.230 

配力筋 主筋量の1/2 

主筋 コーナー補強筋D13以上かつ主筋以上 

穂ky法筋鉄筋 

配力筋 主筋量の1/2 

主筋 

t2 

t1 t1 

底版厚の1/2 

（底版の主筋中心

からコンクリート

表面までの距離 

均しコンクリート厚50mm～100mm 

砂利地業等100mm～200mm 

壁厚1/2（縦壁の主筋中心からコンクリート表面までの距離） 

根入れ 

t2 

良質な支持地盤であること 

穂ky法筋鉄筋 

端部補強筋 D13以上かつ主筋以上 

鉄筋の被り厚さ 

縦壁t1≧40mm 

底版t2≧60mm 

鉄筋の間隔 

主筋100≦＠≦300mm 

その他100≦＠≦400mm 

底版t2≧60mm 

砂利地業 

掘削面の不陸を調整し、

底版面に作用する力を支

持地盤に円滑に伝達する

ために設ける。 

地盤の状況によりコンク

リートに置換えて施工し

てもよい 
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（例２）ダブル配筋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 特殊構法等による認定擁壁（宅造法施行令第１４条） 

特殊な材料または構法による擁壁を使用する場合には、宅造法施行令第１４条の規定の認定を受けた擁壁

を使用しなければならない。 

擁壁の認定にあたっては、その設計条件、使用範囲等について厳しく制限されていることから、その使用

については、設計条件等が当該現場の状況に適合するか否かを慎重に照査しなければならない。 

ただし、全高２ｍ以下の擁壁については、現場条件等の適合を考慮の上、認定擁壁に準じるものとして｢プ

レキャストＬ型擁壁設計施工マニュアル(案)（平成１３年１２月 国土交通省四国地方整備局）｣に基づく

擁壁を使用することができる。特に、この場合、擁壁裏の排水等が十分にできるような措置を講じなければ

ならない。 

 

③ その他の一般的なコンクリート二次製品の取扱いについて 

擁壁を兼ねる自由勾配側溝等のコンクリート二次製品を使用する場合は、製品の使用条件を厳守しなけれ

ばならない。 

 

砂利地業等100mm～200mm 

均しコンクリート厚50mm～100mm 

組立筋（圧縮側配力筋）用心筋量の1/2 

穂ky法筋鉄筋 

用心筋（圧縮側主筋）主筋量の1/6 

穂ky法筋鉄筋 

配力筋（引張側配力筋）主筋量の1/2 

穂ky法筋鉄筋 主筋（引張側主筋） 

穂ky法筋鉄筋 主筋の定着長さ、重ね長さは35d以上 

穂ky法筋鉄筋 用心筋のフック長さ12d以上 

穂ky法筋鉄筋 主筋（引張側主筋） 

穂ky法筋鉄筋 主筋（圧縮側主筋）引張側と同配筋 

穂ky法筋鉄筋 配力筋（引張側配力筋）主筋量の1/2 

穂ky法筋鉄筋 配力筋（圧縮側配力筋）引張側と同配筋 

穂ky法筋鉄筋 

良質な支持地盤であること 

穂ky法筋鉄筋 

鉄筋の被り厚さ 

縦壁t1≧40mm 

底版t2≧60mm 

鉄筋の間隔 

主筋100≦＠≦300mm 

その他100≦＠≦400mm 

底版t2≧60mm 

端部補強筋 D13以上かつ主筋以上 

t2 

t2 

t1 t1 

根入れ 

壁厚1/2（縦壁の主筋中心からコンクリート表面までの距離） 

砂利地業 

掘削面の不陸を調整し、

底版面に作用する力を支

持地盤に円滑に伝達する

ために設ける。 

地盤の状況によりコンク

リートに置換えて施工し

てもよい 
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④ その他の注意事項 

ⅰ 伸縮目地 

  擁壁には、施工間隔１０ｍごとに目地厚１０㎜伸縮目地を設けるとともに、特に地盤条件の変化する箇所、

擁壁高さが著しく異なる箇所、擁壁の材料・構法を異にする箇所にも伸縮目地を設け、基礎部分まで切断す

る必要がある。また、擁壁の屈曲部においては、伸縮継目の位置を隅角部から擁壁の高さ（練積み擁壁を除

き構造上の高さとする。）の分だけ避けて設置する。 

  伸縮目地に用いる材料は、現在ではエラスタイトが一般的であり、施工間隔も擁壁の種類によって使い分

けている。（大断面の擁壁を除き、目地厚は施工間隔の1/1000を取るのが一般的である。） 

   重力式擁壁            …  施工間隔10ｍごとに目地厚 10㎜ 

                                全高2.0ｍを超えるものは施工間隔 10ｍごとに目地厚 20㎜ 

   鉄筋コンクリート擁壁  …  施工間隔15ｍごとに目地厚 15㎜ 

                                全高2.5ｍを超えるものは施工間隔 15ｍごとに目地厚 20㎜ 

ⅱ 擁壁の根入れは、標準図による擁壁で使用条件が明記されているものを除き、３０ｃｍ以上かつ擁壁の全

高の２０％以上確保するとともに、安定した支持地盤に擁壁底面が接していること。水路等が隣接している

場合や擁壁高が２ｍを超える場合は、別途、根入れ長を検討すること。 

ⅲ 隅角部の補強（全高２ｍ以下の擁壁及び重力式擁壁は不要） 

・擁壁の屈曲する箇所は、隅角をはさむ二等辺三角形の部分を鉄筋及びコンクリートで補強すること。 

・二等辺の一辺の長さは擁壁の高さ３ｍ以下で５０ｃｍ、３ｍを超えるものは６０ｃｍとすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

 

伸縮目地 伸縮目地 

伸縮目地 

補強鉄筋の縦筋は、擁壁の主筋と同等の径

の鉄筋を中央に１本設置 

 

補強鉄筋の横筋は、擁壁の配力筋と同等の

径の鉄筋を配力筋の間隔に設置 

 

横筋の定着長さは

35ｄ以上とする。 

 

H≦3.0ｍ A=50㎝ 

H＞3.0ｍ A=60㎝ 

 

L＞2.0ｍかつL≧H 

 

 

A  

 

 

A  

 

 

L 

 

この間には目地を設けられない 

 

 

H 

(全高) 

 

 

L 

 

A  
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ⅳ 擁壁には、壁面の面積３㎡以内ごとに少なくとも１個の内径が７.５ｃｍ以上の塩ビパイプ、その他これに

類する耐水材料を用いた水抜穴を設け、擁壁の裏面には、特別の場合をのぞき、透水層を設置すること。 

ただし、見え高１ｍ以下の擁壁は、水抜き穴を設けないことができる。 

ⅴ 水抜穴の入口には、水抜穴から流出しない程度の大きさの砕石等を置き、砂利、砂、背面土砂が流出しな

い構造とすること。 

 

（例１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例２）見え高の取扱い 

 水抜き孔の設置の有無の判断となる見え高の考え方は、次のとおりとする。 

・通常の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・前面にU型水路がある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

見え高 

前面地盤高さ 

後面地盤高さ 

壁面 

(見付面積)= 

見え高×巾 

擁壁天端高さ 

見え高 
見え高は、前面地盤から擁壁天端までの

高さとする。 

前面地盤 

擁壁天端 

見え高 
水路の側壁に水抜き孔を設置すると水が

逆流する恐れがあるので、見え高は、水

路の側壁の天端から擁壁天端までの高さ

とする。 

擁壁天端 

前面地盤 

水抜き孔の材質は塩ビパイプ等 

 

止水コンクリート厚5㎝ 

吸い出し防止材等 

(背面土砂の流出防止)措置 

 

裏込め材 栗石、砂利または砕石 

水抜き孔φ75以上 

1箇所/壁面3㎡ 

 

30㎝ 30㎝ 

Ｕ型水路 

10㎝ 
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・前面に水田の畦畔コンクリートがある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・前面にL型水路がある場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・前面が水田で畦畔コンクリートがない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅵ 透水管の取扱い 

隣地との関係で水抜き孔が設置できない等の理由により、やむを得ず透水管（ネトロンパイプ等）を設置

して、裏面排水を確保する場合は、次の基準に適合する事。 

 

透水管（ネトロンパイプ等）の基準について 

使用条件 

① 「透水マット」と違い、国の通達等により使用が認められていないため、建築基準法の工作物の

確認申請が必要な擁壁には使用できない。 

② 透水管は、カタログ、性能シートなどを添付し、有効に集水できる製品を使用する。 

③ 透水管の径は100φ以上とする。 

④ 透水管の勾配は、原則として１％とし、下部の止水コンクリートも同様の勾配とする。 

⑤ 透水管の途中には、桝等は設けないこと。（桝があれば、有効に排水できない。） 

⑥ 透水管は、水路、側溝など有効に排水できる施設に接続するものとし、水抜き孔と同様に水の逆

流を防止するため、水路の側壁より上部に排水すること。（雨水桝等には、接続しないこと。） 

⑦ 透水管の管底は、地盤より 50㎝以深とすること。 

⑧ 透水管廻りの透水層に透水マットは使用できない。 

 

見え高 

擁壁天端 

前面地盤 水田 

見え高 

擁壁天端 

前面地盤 

見え高 

以下 

見え高は、水田の地盤から擁壁天端まで

の高さとするが、保水状態のときに水が

逆流すると困るので、水抜き孔の下端の

位置は地盤から 30 ㎝上がりとする。(土

地改良事業計画設計基準では、水田の許

容湛水深は 30㎝である。) 

畦畔コンクリート 

水田の畦畔コンクリートは、保水のために

存在しているので、水路の側壁と同じよう

に考え、見え高は、畦畔コンクリートの天

端から擁壁天端までの高さとする。 

L型水路 

見え高は、水路の底から擁壁天端までの

高さとするが、水が逆流すると困るので、

水抜き孔の下端の位置は水路の側壁天端

から10㎝上がりとする。 

前面地盤 水田 

擁壁天端 

10㎝以上 
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（例）一般的な設置例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅶ 透水マットの取扱い 

透水マットを使用できる擁壁は高さは５ｍ以下の鉄筋コンクリート造または無筋コンクリート造の擁壁に

限られ、練積み擁壁には使用できない。また、使用方法等については「擁壁用透水マット技術マニュアル」（平

成3年4月建設省建設経済局民間宅地指導室監修）によることを原則とする。 

（「擁壁の透水層の扱いについて」（平成 3 年 4 月 10日建設省住宅局建築指導課長通達）により石油系素材

を用いた「透水マット」の使用が認められている） 

 

（例）透水マットの使用区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅷ 擁壁にフェンス等を設置する場合 

・ 擁壁にフェンス等を設置するための穴あけをする場合は、擁壁の天端幅を２０ｃｍ以上確保すること。 

・ 鉄筋のかぶり厚さは、鉛直壁で４ｃｍ以上、底版では６ｃｍ以上とすること。 

・ 重力式擁壁につま先版やかかと版を設けた構造とする擁壁は、つま先版やかかと版が本体と一体構造で
あることが工学的に証明できる構造でないと使用できない。  

 

見え高 

以下 

Ｕ型水路 

透水管100φ以上、勾配1％ 

透水層に透水マットは使用できない。 地盤より50㎝以深 

透水管の途中には桝等は設けない 

止水コンクリートにも勾配をつける。 

水路の側壁に水抜き孔を設置すると水が逆流する恐れがあるので、

側壁の天端より上に排水する。（この部分は無孔管であること） 

3m以下 

透水マット 
透水マット 

3mを超え 

5m以下 

50cm以上 

30cm以上 
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(10) 擁壁の根入れの考え方 

開発許可に用いる擁壁の根入れは標準図による擁壁で使用条件が明記されているものを除き 30cm 以上か
つ擁壁の全高の 20％以上確保し、安定した支持地盤に擁壁底面がせっしていること。 
また、水路構造物等が隣接している場合は擁壁と水路等が構造的に影響を及ばさないこと。 
 

・土木構造物標準設計 … 50㎝以上(重力式擁壁については、50㎝かつH(全高)/5以上) 

  前面に水路等がある場合は、水路底より 30㎝以上確保 

・公共建築協会の擁壁設計標準図 … 基礎床版上面の位置で 15㎝以上 

  前面に水路等がある場合は、基礎床版上面の位置が水路床版底以深 

・その他 … 30㎝かつH(全高)/5以上（簡易小型重力式擁壁の場合は 30㎝かつH(全高)/4以上） 

  前面に水路等がある場合は、互いに構造的に悪影響を及ぼさないように底合わせを行う 

 

（例１）一般的な根入れの取り方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30° 

水
路
境
界 

水
路
境
界 

水路床 

水路と境界が一致しない

場合は、将来の拡幅を考

慮して、水路境界から

30°ラインを取る。 

未改修の水路について

は、水路床と水路境界が

交わった点から 30°ラ

インを取る。 

水路底盤底から 30°で

振り上げたラインが擁壁

の基礎床版底以上 

水
路
境
界 

30㎝かつ 

H/5以上 

H 

水路底より30㎝ 

かつH/5以上 

30㎝かつ 

H/5以上 

 

基礎床版底と水路底

盤底を底合わせする 

30㎝かつH/5以上 

30° 

30° 
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（例２）簡易小型重力式擁壁の根入れの取り方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例３）土木構造物標準設計による擁壁の根入れの取り方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前面地盤より 

30㎝かつH/4以上 
水路底より 

30㎝かつH/4以上 

 

H 

30㎝かつ 

H/4以上 

 

水路底盤底から 30°で振り

上げたラインが擁壁底以上 

30° 

30㎝かつH/4以上 

50㎝以上 水路底より30㎝以上 

H 

擁壁の直接基礎の根入れ

深さは、地表面から支持

地盤までの深さとし、原

則50㎝以上確保する。 

擁壁底と水路底盤底を

底合わせする 

30° 水路底より 

30㎝以上 

30㎝以上 50㎝以上 

水路底から30°で振り上げたライン

と擁壁の交点より30㎝以上 
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（例４）公共建築協会の擁壁設計標準図による擁壁の根入れの取り方 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前面地盤より 

50㎝かつH/5以上 

H 

重力式擁壁の場合は、50 ㎝以上かつ

擁壁高さ H の 20％以上の十分な根入

れ深さを確保する。 

15㎝以深 

水路底より15㎝以上 

かつ水路底面以深 
基礎床版上面の位置 

基礎床版上面の位置 水路底面の位置 

水路底 

※ 基礎床版上面の位置は、前面埋戻し面より 15 ㎝以深とする。また、

前面に側溝等がある場合は、側溝等底面以深とする。 

前面地盤より 15 ㎝以上

かつ水路底面以深 

 

水路底面から 30°で振り上げた

ラインと擁壁の交点が基礎床版

上面の位置以上 

30° 

前面地盤より

15㎝以深 

基礎床版上面の位置 

水路底面の位置 
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（例５）擁壁と水路の取合い部の施工 

水路と境界の間に隙間がある場合、水路管理者の工事許可を受けて隙間部分を貼りコンクリート等

で納めることがある。その場合の貼りコンクリート等の厚みは 10㎝程度とし、下部は、土または緩衝

材とし、コンクリートの充填は行わないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例６）土木構造物標準設計の水路 

 土木構造物標準設計に基づく水路で、T荷重(q=10kN/㎡)相当の影響を考慮している場合は、側壁の

天端まで盛土することができるが、それ以上の盛土は認められていないので、擁壁等を併用する必要

がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例７）擁壁または法面を併用して盛土する例 

 

 

 

水
路
境
界 

水路 

擁壁 

貼りコンクリート等の厚みは10㎝程度 

型枠施工後に土で埋め戻すか、スタイロフォーム等の緩衝材を

型枠替りにして施工する。 

隙間部分をコンクリートで充填したり、隙間と擁壁をコンクリート

で一体に施工したり、水路と擁壁にアンカーを取って一体に施工し

たりしてはいけない。 

L1型 

B=300～500(mm) 

H=300 

～500(mm) 

T荷重(q=10kN/㎡) 

H=600 

～1000(mm) 

T荷重(q=10kN/㎡) 
B=500～1000(mm) 

場所打ちL型側溝(土木構造物標準設計) L1型、L2型 

L1型 L2型 

30° 

1:1.8 

30°ラインより上にある部分は

側壁天端より盛土をしない。 

擁壁等 

 

1:0.2 

擁壁等 

 

擁壁等 

 
擁壁等 
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(11) 鉄筋コンクリート造等の基礎 

鉄筋コンクリート造等擁壁の基礎は、直接基礎し、また、直接基礎は良質な支持層上に設けることを原則

とするが、軟弱地盤等で必要地耐力が期待できない場合は、地盤の安定処理又は置換によって築造した改良

地盤に直接基礎を設ける。また、直接基礎によることが困難な場合は杭基礎を考慮する。 

なお、地盤の改良を行う場合は、予め配合試験を行い必要地耐力が確保できることを確認し、現場で地盤

改良した後に地耐力を測定し必要な地耐力が確保されていることが確認しなければ擁壁の施工に取掛かる

ことができない。 

また、基礎下については、砂利地業（割栗石又は砕石地業でも可。）厚さ 10～20㎝の上に均しコンクリー

ト厚5～10㎝を設けるのが一般的であるが、地盤の状態等により砂利地業を均しコンクリートに置き換えて

施工しても良い。 

 

（例１）一般的な直接基礎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例２）置換土の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例３）安定処理の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

均しコンクリート厚5～10㎝  

5～10㎝ 5～10㎝ 

安定処理をした改良地盤

に基礎を設置する場合に

は砂利地業を省略するこ

とができる。 

 

良質な支持層 

良質な支持層 

30° 30° 

安定処理 

30° 30° 

砂利地業厚10～20㎝  

置換土 

良質な支持層 

現況地盤切り取り線 

現況地盤切り取り線 

現況地盤切り取り線 
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(12) 既設擁壁について 

開発許可においては、都市計画法第 33条の開発許可基準を適用するので、既設擁壁であっても基準に適合

しなければならない。そのため築造当時の施工写真や現場掘削によって、構造断面や根入れ深さの他使用材

料等の確認をし、構造計算等によって安全性の確認ができなければ使用できない。 

（鉄筋コンクリート擁壁の場合は、施工写真などで使用している鉄筋の確認ができない場合は、構造躯体を

はつり鉄筋径及び配筋状況の確認と、駆体のコアを採取しコンクリート強度の測定を行うこと。） 

 

① 既存擁壁の補強等 

建築確認等の都市計画法の開発許可以外の許可及び承認を受けた擁壁についても、許可時に都市計画法第

33 条の開発許可基準が適用されていないので、都市計画法第 33 条の開発許可基準に適合しているとは判断

できないことから、現行の開発許可基準に適合しなければならない。適合しない場合は、補強または改修が

必要となる。 

既に開発許可を受けて完了検査済である擁壁については、設計条件が変わらない限り、都市計画法第 33

条の開発許可基準に適合していると判断して差し支えない。 

なお、切土・盛土等によって地盤高さが変わり擁壁に掛かる土圧が変化したり、敷地の利用形態が変わり

積載荷重が変更になる場合は、設計条件が変わるので、現行の開発許可基準に適合しなければならないので、

適合しない場合は、補強または改修が必要となる。 

 

（例）既設重力式擁壁の補強例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 既存擁壁の水抜き孔 

既設擁壁で構造計算等により、安全性に支障が無く補強・改修の必要がない場合にあって、水抜き孔のみ

基準に合わない場合は次による。 

ⅰ 水抜き孔がない場合は、透水層及び水抜き孔を基準に合うように設置すること。 

ⅱ 水抜き孔はあるが径50φ以上であった場合は、水抜きとしての機能はある程度有しているから、75φに面

積換算して 3㎡以内に1箇所設置されていれば例外的に基準に適合しているものとする。 換算して 3㎡を

超える場合は、基準に適合するよう 75φの水抜き孔を追加設置すること。 

 

（例）L型擁壁の改修例 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

アンカーはD13以上＠50㎝以内 

補強コンクリートの最低厚は施工

性を考慮して10㎝以上とする。 

 

増打ち後の必要根入れH１ 

現況根入れH ※ 根入れが不足している場合は、増打ちによる補強を

行っても、技術基準に適合しないので注意すること。 

（現況根入れH≧必要根入れH１） 

既存擁壁の打継ぎ面は目粗しすること 
既存擁壁 

増打ち部分 

追加設置の水抜き孔75φ 
追加設置の水抜き孔についても

吸い出し防止材等(背面土砂の

流出防止)措置が必要 

 

既存水抜き孔 


